
令和４年１０月６日 

 一般社団法人 

日本建築士事務所協会連合会 御中 

 

 

防衛省地方協力局 

地域社会協力総括課 住宅防音班 

 

住宅防音工事の設計と工事に係る周知のご依頼について 

 

 

 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

さて、防衛省においては、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関

する法律」等に基づき、自衛隊や米軍の飛行場等の周辺地域にお住ま

いの住民の方々に対して、騒音の障害等を軽減するための住宅防音

工事の助成を行っております。 

 

住宅防音工事の助成につきましては、所要の予算を確保しつつ、そ

の促進に努めているところですが、昨今の状況では、住宅防音工事に

携わる設計業者が減少傾向にあり、住宅防音工事の助成を受けたい

住民の方々が希望どおりに工事を進めることが難しい状況にありま

す。 

 

防衛省としましては、そのような状況を改善するためにも、多くの

設計業者様に参入していただき、住宅防音工事の助成の促進を図り

たいと考えております。 

 

 つきましては、貴連合会から各都道府県の建築士事務所協会の会

員の皆様に対し、「住宅防音工事の設計と工事について」のリーフレ

ットについて周知していただくと共に、住宅防音工事への参入のお

声掛けについて、ご協力をお願いしたいと考えております。 

 

 唐突なお願いで恐縮ではございますが、ご理解とご協力のほど何

卒よろしくお願いいたします。 

 

問合せ先：防衛省 地方協力局 地域社会協力総括課 

               住宅防音班 平山 稔 

      電話：０３－３２６８－３１１１（内線：36766） 





住宅防音事業（飛行場周辺）について

住宅防音工事の対象区域（第一種区域）

内に、同区域が指定される以前から所在

している住宅の所有者や住民の皆様方が、

航空機騒音による障害を防止し、または

軽減するために行う防音工事に対して、

「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関

する法律（昭和４９年法律第１０１

号）」の第４条などに基づき、行われる

補助事業です。

住宅防音及び移転補償等の対象区域

住宅防音事業とは

住宅防音（航空機騒音）対象施設一覧
及び各地方防衛(支)局の管轄
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住宅防音工事の内容
（※例：木造系住宅の場合）

◆防衛省の定めた住宅防音工事標準仕方書により防音工事を行って頂きます◆

◆補助率１００％（限度額を超えた場合は、補助事業者の自己負担） ◆

※住宅防音工事標準仕方書は、防衛省のホームページ

（ https://www.mod.go.jp/j/approach/chouwa/sesaku/hojokin_jigyo.html ）で確認できます。

第Ⅰ工法 第Ⅱ工法

８０WECPNL以上の第一種区域 ７５WECPNL以上８０WECPNL未満の第一種区域

２５ｄＢ以上 ２０ｄＢ以上

屋根 既存のまま 既存のまま

天井 既存天井の一部を撤去し、防音天井に改造

壁 既存壁を撤去し、防音壁に改造

外部開口部 防音サッシ（第Ⅰ工法用）の取付 防音サッシ（第Ⅱ工法用）の取付

内部開口部

床

その他

区　分

施工対象区域

計画防音量

工
事
内
容

原則として既存のまま。ただし、著しく防音上有害
な亀裂、隙間等が在る場合は有効な遮音工事を実施

原則として既存のまま。ただし、襖、障子等についてはフラッシュ戸等に交換

原則として既存のまま

空気調和機器
換気装置及び冷暖房機等の設置

（換気装置は、防音工事を行う隣り合う２居室が引き戸で区切られている場合は２室で１台）
（冷暖房機は、第Ⅰ工法の場合最大４台まで、第Ⅱ工法の場合最大２台まで）

防音工事に伴う必要な工事

住宅防音工事（飛行場周辺）とは

第Ⅱ工法
天 井

防音区画外

第Ⅰ工法

防音区画外壁

空 気 調 和 機 器

空 調 復 旧 ※１

外 部 開 口 部

建 具 復 旧 ※２

■原則、世帯人員＋１居室までの居室を対象としており、５居室までが限度です。

※１ 空気調和機器の機能復旧工事について

○ 住宅防音工事により設置し、１０年を経過、その機能の全部又は一部を保持していない

空気調和機器（冷暖房機（エアコン）、換気扇など）を取り替える工事です。

○ 補助率は９０％です。（自己負担は１０％となります。）

○ ただし、生活保護世帯等は１００％です。

※２ 防音建具の機能復旧工事について

○ 住宅防音工事により設置し、１０年を経過、その機能の全部又は一部を保持していない防

音建具（サッシ）を取り替える工事です。

○ 補助率は１００％です。

※ 住宅防音事業の詳細については、各地方防衛（支）局のホームページで確認できます。末頁参照 ２



住宅防音事業（演習場周辺）について

演習場周辺住宅防音工事の対象区域（住

宅防音区域）内に、同区域が指定される

以前から所在している住宅の所有者や住

民の皆様方が、砲撃音騒音による障害を

防止し、又は軽減するために行う防音工

事に対して、「演習場周辺住宅防音事業

補助金交付要綱（平成１９年防衛省訓令

第１０９号）」に基づき、行われる補助

事業です。

演習場周辺住宅防音事業とは

演習場周辺住宅防音及び移転補償等の対象区域

住宅防音区域

Lcden値８１以上

移転補償区域

Lcden値８９以上

３

やうすべつえんしゅうじょう

矢臼別演習場

おうじょうじはらえんしゅうじょう

王城寺原演習場

いわてさん ちゅうえんしゅうじょう

岩手山中演習場

ひじゅうだいえんしゅうじょう

日出生台演習場

かみふらのえんしゅうじょう

上富良野演習場
しかりべつえんしゅうじょう

然別演習場

ほっかいどうだいえんしゅうじょう（しままつちく）

北海道大演習場(島松地区)

きたふじえんしゅうじょう

北富士演習場
ひがしふじえんしゅうじょう

東富士演習場

あいばのえんしゅうじょう

饗庭野演習場

北海道

東北

南関東

近畿中部

九州

住宅防音（砲撃音）対象施設一覧
及び各地方防衛局の管轄



住宅防音工事（演習場周辺）とは

住宅防音工事の内容
（※例：木造系住宅の場合）

A工法 B工法

Lcden値８４以上の区域 Lcden値８１以上Lcden値８４未満の区域

２５ｄＢ以上 ２２ｄＢ以上

既存のまま 既存のまま

最上階 既存天井を撤去し、防音天井に改造
原則として既存のまま

（天井仕様により既存天井を撤去し、防音天井に改造。）

最上階以外

防音サッシ（A工法用）の取付 防音サッシ（B工法用）の取付

防音建具（襖、ガラス戸等）の取付

区　分

施工対象区域

計画防音量

工
事
内
容

屋根

天井

床 原則として既存のまま

空気調和機器

　換気扇及び冷暖房機等の設置
　○換気扇は、防音工事を行う居室に１台設置。ただし、防音工事を行う隣り合う２居室が引き戸
　　で区切られている場合は２居室で１台
　○冷暖房機は、A工法の場合最大４台まで、B工法の場合最大２台まで。ただし、既存に設置され
　　ていれば対象外

その他 防音工事に伴う必要な工事

原則として既存のまま

壁 既存壁を撤去し、防音壁に改造

外部開口部

内部開口部

◆防衛省の定めた演習場周辺住宅防音事業標準仕方書により防音工事を行って頂きます◆

◆補助率１００％（限度額を超えた場合は、補助事業者の自己負担） ◆

※演習場周辺住宅防音事業標準仕方書は、防衛省のホームページ

（ https://www.mod.go.jp/j/approach/chouwa/sesaku/hojokin_jigyo.html ）で確認できます。

天井

外部開口部

空気調和機器

壁

内部開口部

防音区画外

■世帯人員＋１居室までの居室を対象としており、５居室が限度です。

４



住宅防音事業の補助対象経費

補助金の交付の対象とする経費は「工事費」と「設計監理費」で、それぞれ下記
表の限度額を超えない範囲で交付されます。

※下記表は、「都市型住宅」の限度額一覧表です（別途、農村型住宅もあります）

※表中のAは工事費です。計算した額は千円未満を切り捨てることになります。

2,723千円以上 4,075千円以上 4,503千円以上 5,143千円以上 6,232千円以上 7,267千円以上 7,803千円以上 8,510千円以上

4,075千円未満 4,503千円未満 5,143千円未満 6,232千円未満 7,267千円未満 7,803千円未満 8,510千円未満 8,956千円未満

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

A×0.12 326 326 326 326 326 326 326 326 326

２室 4,503千円 A×0.12 326 A×0.08 360 360 360 360 360 360 360

３室 6,232千円 A×0.12 326 A×0.08 360 A×0.07 436 436 436 436 436

４室 7,803千円 A×0.12 326 A×0.08 360 A×0.07 436 A×0.06 468 468 468

５室以上 8,956千円 A×0.12 326 A×0.08 360 A×0.07 436 A×0.06 468 A×0.055 492

2,723千円未満 8,956千円以上

１室 2,723千円

設　計　監　理　費　の　限　度　額

80Ｗ以上区域（第Ⅰ工法）

工 事 費
工 事 費 の
限 度 額

室 数

1,675千円以上 2,513千円以上 2,723千円以上 3,100千円以上 3,456千円以上 4,017千円以上 4,190千円以上 4,564千円以上

2,513千円未満 2,723千円未満 3,100千円未満 3,456千円未満 4,017千円未満 4,190千円未満 4,564千円未満 4,818千円未満

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

A×0.12 201 201 201 201 201 201 201 201 201

２室 2,723千円 A×0.12 201 A×0.08 217 217 217 217 217 217 217

３室 3,456千円 A×0.12 201 A×0.08 217 A×0.07 241 241 241 241 241

４室 4,190千円 A×0.12 201 A×0.08 217 A×0.07 241 A×0.06 251 251 251

５室以上 4,818千円 A×0.12 201 A×0.08 217 A×0.07 241 A×0.06 251 A×0.055 264

1,675千円

4,818千円以上

設　計　監　理　費　の　限　度　額

75W以上80Ｗ未満区域（第Ⅱ工法）

1,675千円未満

１室

工 事 費 の
限 度 額

室 数
工 事 費

飛

行

場

周

辺

3,823千円以上 5,725千円以上 6,285千円以上 7,172千円以上 8,747千円以上 10,200千円以上 10,895千円以上 11,873千円以上

5,725千円未満 6,285千円未満 7,172千円未満 8,747千円未満 10,200千円未満 10,895千円未満 11,873千円未満 12,570千円未満

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

A×0.12 458 458 458 458 458 458 458 458 458

２室 6,285千円 A×0.12 458 A×0.08 502 502 502 502 502 502 502

３室 8,747千円 A×0.12 458 A×0.08 502 A×0.07 612 612 612 612 612

４室 10,895千円 A×0.12 458 A×0.08 502 A×0.07 612 A×0.06 653 653 653

５室 12,570千円 A×0.12 458 A×0.08 502 A×0.07 612 A×0.06 653 A×0.055 691

１室

3,823千円未満

3,823千円

12,570千円以上

Lcden値84以上区域（A工法）

設　計　監　理　費　の　限　度　額

室 数 工 事 費 の
限 度 額

工 事 費

3,456千円以上 5,175千円以上 5,708千円以上 6,515千円以上 7,908千円以上 9,217千円以上   9,900千円以上 10,800千円以上

5,175千円未満 5,708千円未満 6,515千円未満 7,908千円未満 9,217千円未満 9,900千円未満 10,800千円未満 11,418千円未満

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

A×0.12 414 414 414 414 414 414 414 414 414

２室 5,708千円 A×0.12 414 A×0.08 456 456 456 456 456 456 456

３室 7,908千円 A×0.12 414 A×0.08 456 A×0.07 553 553 553 553 553

４室 9,900千円 A×0.12 414 A×0.08 456 A×0.07 553 A×0.06 594 594 594

５室 11,418千円 A×0.12 414 A×0.08 456 A×0.07 553 A×0.06 594 A×0.055 627

3,456千円未満

設　計　監　理　費　の　限　度　額

Lcden値81以上Lcden値84未満区域（B工法）

１室 3,456千円

11,418千円以上室 数
工 事 費 の
限 度 額

工 事 費

演

習

場

周

辺

５



基本的な事務手続の流れ

① 住宅の所有者や住民の皆様が設計事務所を推薦

② 住宅の所有者や住民の皆様は、補助金交付申請書（設計図書等を添付）を国へ提出

③ 住宅の所有者や住民の皆様は設計事務所と「設計監理委託契約」、工事請負業者と

「工事請負契約」を締結

④ 工事請負業者は工事を開始し、設計事務所は工事の監理及び検査

⑤ 設計事務所は住宅の所有者や住民の皆様と検査を行い、不備な箇所は工事請負業者

に手直しを指示し、工事請負業者は手直しを実施

⑥ 交付決定の内容どおりに、工事が行なわれたことを工事写真等で確認する際に、設

計事務所は国へ協力

⑦ 補助金として支払われる設計監理費及び工事費は、住宅の所有者や住民の皆様が、

国が事務手続きを委任した者を通じて、国に請求し支払受け（国に直接請求も可能）

設計事務所及び工事請負業者

■ 住宅防音工事は、住宅の所有者や住民の皆様が国に補助金を申請し、補助事

業者となって業者を選定し、自らが契約して工事を実施する事業です。

※国は、工事請負業者等の斡旋はしていません。

■ 住宅防音工事の実施に当たっては、設計及び工事の施工監理を行う「設計事

務所」と、工事を行う「工事請負業者」と契約を締結することとなります。

■ 設計事務所と工事請負業者は、それぞれ別の会社と契約することとなります。

■ 住宅防音工事の実施に当たっては、何か特別な資格等は必要ありません。

住宅防音事業の基本的な事務手続の流れにおける

設計事務所及び工事請負業者の関わり

設計事務所・工事請負業者の動き

住
宅
防
音
事
業
補
助
金

交
付
申
込
書

住
宅
防
音
事
業
補
助
金

交
付
内
定
通
知
書

工

事

の

開

始

補
助
事
業
等
着
手
報
告
書

補
助
金
交
付
申
請
書

補
助
事
業
等
実
績
報
告
書

補
助
金
等
金
額
確
定
通
知
書

補
助
金
請
求
書

補
助
金
等
交
付
決
定
通
知
書

申
請
者
は
補
助
事
業
者
と
な
り
ま
す

① ② ③ ④ ⑤

現

地

調

査

申

請

内

容

の

審

査

工

事

や

設

計

の

契

約

補

助

金

の

支

払

⑦⑥

住民の皆様が行う部分

国が行う部分

工

事

の

完

了

確

認

工

事

の

完

了

検

査

６



住宅防音工事の相談窓口となる国の機関

南関東防衛局 企画部 住宅防音第１課、住宅防音第２課（航空機騒音）
防音対策課（砲撃音）

〒２３１－０００３ 神奈川県横浜市中区北仲通５－５７ 横浜第２合同庁舎
ＴＥＬ：０４５－２１１－７１１３（航空機騒音）

：０４５－２１１－７３９６（砲撃音）
ＵＲＬ：https://www.mod.go.jp/rdb/s-kanto/

北海道防衛局 企画部 防音対策課
〒０６０－００４２ 北海道札幌市中央区大通西１２丁目 札幌第３合同庁舎
ＴＥＬ：０１１－２７２－７５６９
ＵＲＬ：https://www.mod.go.jp/rdb/hokkaido/

東北防衛局 企画部 防音対策課
〒９８３－０８４２ 宮城県仙台市宮城野区五輪一丁目３番１５号 仙台第３合同庁舎
ＴＥＬ：０２２－２９７－８２１６
ＵＲＬ：https://www.mod.go.jp/rdb/tohoku/

北関東防衛局 企画部 住宅防音課
〒３３０－９７２１ 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１ さいたま新都心合同庁舎２号館
ＴＥＬ：０４８－６００－１８２１
ＵＲＬ：https://www.mod.go.jp/rdb/n-kanto/

近畿中部防衛局 企画部 防音対策課
〒５４０－０００８ 大阪府大阪市中央区大手前４－１－６７ 大阪合同庁舎第２号館
ＴＥＬ：０６－６９４５－４９６７
ＵＲＬ：https://www.mod.go.jp/rdb/kinchu/

東海防衛支局 防音対策課
〒４６０－０００１ 愛知県名古屋市中区三の丸２－２－１ 名古屋合同庁舎第１号館
ＴＥＬ：０５２－９５２－８２２６
ＵＲＬ：https://www.mod.go.jp/rdb/tokai/

中国四国防衛局 企画部 防音対策課
〒７３０－００１２ 広島県広島市中区上八丁堀６－３０ 広島合同庁舎４号館
ＴＥＬ：０８２－２２３－７２１１
ＵＲＬ：https://www.mod.go.jp/rdb/chushi/

九州防衛局 企画部 防音対策課
〒８１２－００１３ 福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１０番７号 福岡第二合同庁舎
ＴＥＬ：０９２－４８３－８８２４
ＵＲＬ：https://www.mod.go.jp/rdb/kyushu/

沖縄防衛局 企画部 住宅防音課
〒９０４－０２９５ 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納２９０－９
ＴＥＬ：０９８－９２１－８１５０
ＵＲＬ：https://www.mod.go.jp/rdb/okinawa/
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